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１．教育学部の教育理念 

 

─ ⌂ ╛ ꜟⱣכ꜡◓─ ⌂≥⁸ ⅜ ─ │ ⅝ↄ ⇔≡™

╕∆⁹↓─╟℮⌂ ─ ⌐ ™⁸ ה ה ⌐│⁸ ה ─

⌐⅔↑╢ ╛ ╩ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝╢ ⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹∆⌂╦∟⁸

╛ ⌐ ∆╢ ⇔™ ╛ ה ─√╘─ ≤ ⌐ ∆╢ ⁸╕√↓╣

⌐ ≠ↄ ⅛⌂ ה ╩ ⌐ ↑╢↓≤⅜ ≢∆⁹ ≤─ ╦╡╙╟

╡ ≤⌂∫≡™╕∆⁹ ≢│⁸ ─ ₈ ה ₉⌐ ╡⁸ ╛ ⅛

╠ ╘╠╣╢ ⌂ ה ה ╩ ⌐≈↑√ ─☻Ɑ◦ꜗꜞ☻♩─ ╩ ⇔

╕∆⁹ 

 

２．教育学部の三つの方針 

 

【アドミッション・ポリシー】（求める学生像） 

≢│⁸ ה ─ ⁸ ┘ ⌐♦▫ⱪ꜡ⱴהⱳꜞ◦כ⌐ →╢

ה ה ╩ ∆╢√╘⌐⁸ ─╟℮⌂ ה ה ╩ ⇔√ ╩ ↑

╣╢ ≢№╢⁹ 

 

⌐⅔↑╢ ╩ ↄ ⇔≡™╢⁹ 

ה ─ ╩ ⅛⇔√ ⌐ ↄ ™ ⅜№╢⁹ 

ה ⌐⅔↑╢◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ╩ ∆╢⌐ ⌂ ⌂ ⁸ ⁸

⁸ ╩ ⌐≈↑≡™╢⁹ 

⌂ ≤ ─ ╩ ⌐≈↑≡™╢⁹ 

.  ≢ ↓╢ ⌐≈™≡⁸ ⌐ ═⁸ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

. ⌐⅔↑╢ ▪▫♥Ⱳꜝfiה ─ ⅜№╡⁸╕√ ≤ ⇔≡↓╣

╠─ ⌐ ⌐ ≢⅝╢⁹ 

.  ⇔√ ⅎ┌⁸☻ⱳ⁸♠כ ⁸ ╩ ⌐≈↑≡™╢⁹ 

 

【カリキュラム・ポリシー】（教育課程編成・実施の方針） 

≢│⁸ ╩⁸o ₓo ₓo ₓo ₓ

ₒ ה ₓo ₓ⌐ ⇔⁸ ≢│ ⅛╠ ┼⁸╕√

≢│ ⅛╠ ┼≤ ⅛≈ ⌐ ∆╢⁹↓╣╠╩ ⇔√ ≢ ┼≤ ╖⁸

╩ ⌐≈↑╢╟℮⌐ ⇔≡™╢⁹ ⌐⁸ ≢ ╪∞↓≤─ ≤⇔≡

╩╕≤╘╢⁹ 

 

╟⅝ ⌐ ╘╠╣╢ ╩ ⌐≈↑⁸ ⌐ ╦╢ ⌂ ≤∕─ ╩

⌐ ⅎ╢ ╩ ∆╢√╘⁸o ₓ≤⇔≡⁸ ─ ╛ ╩ ⌐ ┬
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₈ⱨ꜠♇◦ꜙⱴfiה☿Ⱶ♫⁸כ ◔ з й₉╩⁸╕√ₒ ₓ≤⇔≡₡

ה ₢₡ ה ₢₡ ₢₡ ₢₡ ה ₢─ ╩ ∆╢ 

≤⇔≡─ ⁸ ⁸ ⌐⅔↑╢ ╩ ∆╢√╘⁸₈ ◔ ₉╩│∂

╘≤∆╢₈ ₉₈ ₉₈ ₉₈ ₉₈ ₉₈

₉ ─ ╩ ∆╢⁹ 

∆⁸ ↄ⁸ ↄ ─ ⌂◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi ╩ ℮√╘⁸₈ ◔ ₉₈

₉₈↓≤┌≤ ┘₉ ─ ╩ ∆╢⁹ 

─ ⌐ ⇔≡ ⅛≈ ⌐ ┬ ╩ ⌐≈↑╢√╘⁸₈ ◔ ₉

₈ ─ ₉₈ ─ ₉₈ ₉₈ ₉ ─ ╩ ∆╢⁹ 

⌂ ≤ ╩ ⌐ ┘ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌐ ∆╢

₈ ╩ ╗⁹₉₈ ₉₈ ₉₈ ₉₈ ₉₈ ₉₈Ⱨ▪ⱡה ₉₈ ₉₈

₉₈ ₉ ⌐╦√╢ ╩ ∆╢ ⁸₈ ₉₈ ₉₈

₉ ─ ╩ ∆╢⁹ 

≤⇔≡─ ╩ ∆╢√╘⁸o ₓo ₓ₡ ה

₢₡ ה ₢₡ ה ₢₡ ה ₢₡ ─ ₢

ₒ ₓ ┘ₒ ₓ╩ ⌐ ∆╢⁹ ≤⇔≡⁸

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸₈ ₉

₈ ה ₉₈ ₉₈ ₉₈ ה ₉₈

₉ ─ ╩ ∆╢⁹ 

┘ ╩ ℮√╘⁸₈ ₉₈ ≥╙─ ₉₈ ◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi₉

┘₈ ₉₈ ≥╙─ ₉₈Ⱨ▪ⱡה ₉ ─ ╩ ∆╢⁹ 

 

◌ꜞ◐ꜙꜝⱶהⱳꜞ◦כ ─  

ᵑ ⌐≈™≡⁸◦ꜝⱣ☻≢ ⁸ ⁸ ה ╩ ⌐⇔⁸

╩ ╢⁹ 

ᵒ ⌐⅔™≡⁸ ─ ⌐ ↑≡ ─₈ ה ₉╩

⌐ ╦∑╢⁹ 

ᵓ ⌐ ⅎ╢ ╩ ∆╢√╘⁸▪◒♥▫Ⱪכꜝה♬fi◓ ה ╩

─ ⌐ ∂≡ ⌐ ╡ ╣╢⁹ 

ᵔ ╩╟╡ ⌐∆╢√╘⁸ ─ ╣ ◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ ╩ ↕∑⁸↕╠⌐

ⱳכ♩ⱨ◊ꜞ○ה ◌ꜟ♥╩ ™≡ ה ╩ ℮⁹ 

ᵕ │⁸ ⁸ ♥☻♩ ┘꜠ⱳכ♩ ─ ─ ╩100 ≤⇔⁸ ⌐ ≠

⅝₈ ה ה ה ה ₉≤ ∆╢⁹╕√⁸ ─ ⁸ ה ─

╢╟⌐◒♇ꜞⱩכꜟ│ ╩ ⇔⁸ ≤ ─ ╩ ℮⁹↓╣╠─ │⁸

╩ ⇔≈≈⁸ ה ⌐ ℮⁹ 

ᵖ ה ה ⌐≈™≡⁸ ⌐ ─ ה ╩ ℮⁹ 

 

 



 3 

【ディプロマ・ポリシー】（卒業までに身に付けてほしいこと） 

≢│⁸ ≤⌂╢128 ┘ 1.5 ╩ ⇔⁸ ⌐ →√

╩ ⌐≈↑√≤ ╘╠╣╢ ⌐ ⇔≡ ╩ ⇔⁸ ₈ ₉╩ ∆╢⁹ 

 

ה ⌐ ∆╢ ─ ₁⌂ ⌐≈™≡⁸ ה ╩ ⇔⁸∕─

╩ ≢⅝╢ ╩ ⌐≈↑≡™╢⁹ 

≤⇔≡─ ╩ ∟⁸ ⇔™ ≤ ╩ ⌐≈↑≡™╢⁹ 

≤⇔≡⁸ ≈═⅝ ⌂ fiꜛ◦כ♥ⱪ꜠♀fiה fiꜛ◦כ◔♬ꜙⱵ◖ה

╩ ⌐≈↑≡™╢⁹ 

⌐ ∆╢ ⌐≈™≡⁸ ה ⌐ ┬ ╩ ⌐≈↑≡™╢⁹ 

╩ ⌐≈↑≡™╢⁹ 

ה ⌐ ∆╢ ה ╩ ⌐≈↑≡™╢⁹ 

⌂ ┘ ╩ ⌐≈↑≡™╢⁹ 
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３．履修規程 

 

1  ↓─ │⁸ ₈ ₉≤™℮⁹ 18 ─ ⌐╟╡⁸

─ ⌐ ⇔ ⌂ ╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 

2  10 ─ ⌐ ≠⅝⁸ ─ │⁸2 ≤∆╢⁹ 

4 1 ╟╡ 9 30 ╕≢ 

10 1 ╟╡ 3 31 ╕≢ 

 

─  

3  ⌐⁸ ≤⇔≡⁸ ⁸ ⁸

⌐ ⌂ ╩ ∆╢⁹ │ ⁸ ─ ∆╢ ה ⌐ ⌂ ╩

⅛╠ ∆╢↓≤⁹ 

( 1) ╩ ∆╢ │⁸ ⌐ ↕╣≡™╢ ה ─ ⅛

╠ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

( 2) ╩ ∆╢ │⁸ ⌐ ↕╣≡™╢ ה ─ ⅛

╠ ╩ ∆╢↓≤⁹⌂⅔⁸ ⌐ ∆ ⌐ ⌂

│ ╩ ≤⇔≡ ↕╣≡⅔╡⁸ ─╖─

╩ ∆╢ │ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

( 3) ╩ ∆╢ │⁸ 2⌐ ↕╣≡™╢ ה ─ ⅛╠

╩ ∆╢↓≤⁹ 

( 4) ╩ ∆╢ │⁸ ◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ⅜ ↕╣≡™╢─≢⁸

⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 

 

4  │⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ה ┘

⌐ ∆╢⁹ 

2 ─ │⁸ ⁸ ⌐ ∆╢⁹ 

☻כ◖ 3 ─ ─ ⁸ ┘ ⌐ ⌂ │⁸ ⁸ ─≤⅔╡≤∆╢⁹ 

 

  

5  23 ─ ⌐ ≠⅝⁸ ─ ─ │⁸1 ─ ╩ 45

─ ╩ ≤∆╢ ╩╙∫≡ ∆╢↓≤╩ ≤⇔⁸ ─ ⌐ ∂⁸ ⌐

╟╢ ⁸ ⌐ ⌂ ╩ ⇔≡⁸ ─ ⌐╟╡ ╩ ∆╢╙─

≤∆╢⁹ 

1  ⌐≈™≡│⁸15 ╩╙∫≡ 1 ≤∆╢⁹ 
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2  ⌐≈™≡│⁸15 ─ ⌂≥ │ 30 Ⱨ▪ⱡה ⁸ ≥╙─

⁸ ≥╙─ ⌂≥ ╩╙∫≡ 1 ≤∆╢⁹ 

3  ┘ ⌐≈™≡│⁸30 ⅛╠ 45 ╩╙∫≡ 1 ≤∆╢⁹ 

 

─  

6  ⌐ ∆╢ ⁸ ⁸ ╩ ⇔√ ◦ꜝⱣ☻ ┘

│ ╘⌐ ∆╢⁹ 

2 ─ ⌐≈™≡│⁸ ⌐╟╡ ⇔⌂™↓≤⅜№╢⁹ 

3 ─ ⌐≈™≡⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜№╢⁹╕√⁸ ⅜ ⇔ↄ ⌂™

⁸∕─ ⌐╟∫≡│ ≤⌂╢↓≤⅜№╢⁹ 

 

  

7  ┘ ⌐≈™≡│⁸ ─≤⅔╡≤∆╢⁹ 

1   

1  9 05 10 35 

2 10 45 12 15 

3 13 00 14 30 

4 14 40 16 10 

5 16 20 17 50 

2 ה  ה  

ᵑ  

│ ⌐╛╗╩ ⌂™ ⅜ ⇔√ ⁸ ╩ ≤∆╢↓≤⅜

№╢⁹ │ ┘ⱷכꜟ≢ ∆╢⁹ 

ᵒ  

ה ⌐ ה ה ⅜ ⌐ ↕╣√ │ ≤∆╢⁹

√∞⇔⁸ ─™∏╣⅛⅜ ↕╣√ ─ ─ ™│ ─≤⅔╡≤∆╢⁹ 

  

6 ╕≢ ≥⅔╡ 

6 ⅛╠ 10 ╕≢ 3 ⅛╠ 

10   

1 ⅜ ⇔⁸ ≤⌂∫√ │⁸ ™≤∆╢⁹ 

2 ⌐╟╢ ™ ╦∑⌐│⁸ ╩ ↑╢√╘⁸ ∂⌂™⁹ 

ᵓ  

│⁸ ⅜ ⌐ ℮ ┘ ⌐ ╘╠╣√ ⌐ ∆╢

≤⅜№╢⁹ ─ │⁸ ┘ⱷכꜟ≢ ∆╢⁹ 

 

 

8  │⁸ 19 ─ ╘╢≤↓╤⌐╟╡⁸ ╘─ ─ ╕≢⌐⁸
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⇔╟℮≤∆╢ ⌐≈™≡⁸ ╩ ╦⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹√∞⇔⁸ ≤⇔≡⁸

⌐ ↕╣≡™╢ ─ │≢⅝⌂™⁹ 

2 │⁸ ─ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ↑√ ⁸ ⌐Web

╩ ╦⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

3 ⌐ №╢™│ ⅜№╢ │⁸ ─ ╕≢⌐ ─ ⅝╩ ™⁸ ⇔⌂

↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

4 ∆≢⌐ ╩ ⇔√ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐╟╡ ⌐ ∂≡ ∆╢

↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

5 ⅜ ∆╢ │ ∆╢↓≤│≢⅝⌂™⁹ 

ה 6 ─ ה │⁸ ≤⇔≡ ⌐ ╘╢ ╩ √⇔√ ⌐ ↕╣╢⁹ 

 

─ ╡ ™  

9  ─ ⌐ ∆╢╙─│ ₈ ₉≤™℮ ≤∆╢⁹ │ ∆═

⅝ ⅛╠ ∂╢⁹ 

ᵑ ⌐≈™≡ ☿fi♃כ   

ᵒ ┘∕╣⌐ ∏╢╙─ ◐ꜗꜞ▪ ☿fi♃כ   

ᵓ ▬fiⱨꜟ◄fi◙ ⌐╟╢ ─   

ᵔ ⁸ ⌐ ⇔√ ─ ╣╩ ╗  

ᵕ ┘ ─ ┼─ ╩ ⅜ ╘√  

ᵖ ∕─ ╛╗╩ ⌂™ ≤ ⅜ ╘√  

2 ᵑᵒ─ │ ⌐ ה ⌐ ─ ╩ ↑ ⌐ ─ ─ ╩

≡⁸ ┼ ∆╢↓≤≤∆╢⁹╛╗╩ ∏ ⅜ ╣√ ≢╙ 2 ⌐ ↑ ╢↓

≤⁹ 

3 ᵓ─ │ ─ ╩ ⅎ≡⁸ ┼ ∆╢↓≤⁹√∞⇔ ▬fiⱨꜟ◄fi◙─

│∕╣⌐ ∂√ ╙ ≤∆╢⁹ 

 

9 ─  │ ∆═⅝ ⅛╠ ∂╢⁹ ה ╩ 2 ⌐ ⌐

↑ ⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹∕─ │ ⌐ ─ ─ ╩ ≡⁸ ┼ ∆

╢↓≤≤∆╢⁹ 

ה 2 ⌐│ ╩ ⅎ╢↓≤≤∆╢⁹  

3 ─ ⇔√ ╩ ╗⁹ ─ │ ─ ⌐ ─ ╩ ∆╢ ╩

╘╢⁹  

ה  7 ⁸ 5 ⁸ ה 3 ⁸ ה ה 1  

 

─  

10  │ ⌐ ╩ ∆╢√╘⁸ ≤⇔≡ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢

─ ₈ ₉≤™℮⁹ │⁸ ≤⇔≡ 48 ╕≢≤∆╢⁹ √∞⇔⁸

⁸ ╩ ↄ ⁸ ⁸ ┘ ⌂≥─ │ ↄ⁹↓─ ╩
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ⅎ╢ ⌐│⁸ ≤ ─ ⌐╟╢ ╩ ≤∆╢⁹ 

 

 

11  │⁸ ≤⇔≡ ─ ⌐ ℮╙─≤∆╢⁹⌂⅔⁸ │ 2

╕≢⌐ ∆╢⁹ 

2 │⁸100 ≢ ⇔⁸∕─ ╩ ─ ≤∆╢⁹ 

3 ─ ─ ⌐ ∆╢ ⌐│⁸ ─ ⅜ ⅎ╠╣⌂™⁹ 

1 ─ ╩⇔≡™⌂™  

2 ⅜ 3 ─ 2⌐ √⌂™  

3 ╩ ⌐ ⇔≡™⌂™  

4 ┘ ─  

5 ∕─  

 

 

12  ⌐⅔↑╢ ─ ⌐≈™≡⁸ 56 ┘ 57 ⌐╟╡ ─ ╩ ≡

╩ ℮ ⁸ │ ─ ─ ╩ ≤∆╢⁹ 

1 ⌐⅔™≡ ─ ⌐ ╦⌂™ ⁹ 

2 ⌐⅔™≡◌fi♬fi◓ ─ ≢ ⇔√≤ ╘╠╣√ ⁹ 

3 ─ ⅜ ─ ≤ ∫≡ ⇔√ ⁹ 

2 1 3 ⌐╟╢ ╩ ╘√ │⁸ ∟⌐ ─ ╩ ↕∑⁸

╩ ─ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

3 1 3 ⌐╟╢ ─ │ ┘ ─ ╩ ∫√ ╙ ─ ≤∆╢⁹ 

 

 

13  │⁸ ⌐ ═╢ ⁸ ∕─ ─ ⌐╟╡ ≢⅝⌂⅛∫√ ⌐

╩ ↑╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ ╩ ╪∞ ─ ⅛╠ ⌐⁸₈ ₉ ┘

─ ╩ ┼ ∆╢↓≤⁹⌂⅔⁸ ⌂ ≤ ↕╣⌂™ │⁸ ╩

⇔⌂™⁹ 

╩ ⇔√ ≤  

╩ ⇔√  ₈ ₉⌐ ∆╢  

∕─  ⌐⌂⇔ 

─  
─  

─ ⌂≥ 

│  ⌂≥ 

─ ─ ⌐╟╢  ⌂≥ 

─  
─ ה ה ⅜╦

⅛╢╙─ ⌂≥ 

∕─ ⅜ ≤ ╘╢  ⌐ ⌐ ⇔ ╢↓≤ 
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2 ⌐ ∆╢ │ 12 ╩ ∆╢⁹ 

 

 

14  ╩ ⇔≡ ⌐⌂∫√ ⌐ ⇔≡ ⅜ ≤╖≤╘√ ⁸ ─

⌐╟╡ ─ ⅝╩ ≡ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

2 │⁸ ─ ─ ⌐ ℮⁹ 

3 ─ │⁸ 60 ≤∆╢⁹√∞⇔⁸ ⁸ ┘ ─ ⌐≈™≡│⁸

╩ ╦⌂™⁹ 

4 ⌐ ∆╢ │ 12 ╩ ∆╢⁹ 

 

─   

15  ─ │⁸ │↓╣⌐ ╦╢ ⌐╟∫≡ ∆╢⁹ 

2 │⁸ 22 ⌐ ∆╢ ה ╩ ™≡ ∆╢⁹⌂⅔⁸GPA│⁸

─ ⌐╟╡ ∆╢⁹∆⌂╦∟⁸ ─ ⅜ ⇔≡⅝√ ─ ↔

≤⌐⁸ ─ ─╟℮⌐ GP Grade Point ╩ ⅎ⁸∕╣╩ ⇔√╙─╩ GPA Grade Point 

Average ≤™℮⁹ 

 

    

 90 100  4 

 80 89  3 

 70 79  2 

 60 69  1 

 59  0 

 

GPA ─ ×4 ─ ×3 ─ ×2 ─ ×

 

3 ⁸ ⁸ ─ ⌐≈™≡│⁸ ⁸꜠ⱳכ♩ ╩╙∫≡ ⌐ ⅎ╢↓

≤⅜≢⅝╢⁹ 

4 │⁸ ⌐ ⅜№╢≤⅝│⁸ ─ ╕≢⌐ ⌐ ⇔ ╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

─  

16  ┘ ─ ⌐ ╦╢ ─ │⁸∕╣∙╣─ ה

─ ─╖╩ ≤∆╢⁹ 

2 ─ ╩ ∆╢⌐ √∫≡│⁸ ─ ╕≢⌐ ה ─₈ ₉╩

⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

3 1 ─ ⌐ ∆╢ │ ⌐ ╘╢⁹ 
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ה ╩ ⇔⌂™  

16 ─  ─ ה ╩ ⇔⌂™ ≢⁸ ╩ ∆╢ │ ─

─ ⁸ ה ⅜ ∆╢ ⅛╠⁸ ⌐ ⌂ 128 ╩

∆╢↓≤⁹ 

 

─  

17  ╩ ≢⅝╢ │⁸ ─ ╩ √↕⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

1 ─ GPA─ ⅜ 1.5 ≢№╢↓≤⁹ 

2 128 ─℮∟⁸90 ╩ ⇔≡™╢↓≤⁹ 

3 ─ ╡ ™ ⁸ ⁸ │ ⌐ ╘╢⁹ 

 

 

18  ⇔⁸128 ╩ ─ ⌐ ∫≡ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

1 ⌐≈™≡│⁸ ≢ 8 ⁸ ≢ 10  

┘ 10 ⁸ 28 ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

2 ⌐≈™≡│⁸ ≢ 10 ⁸ ≢ 9 ⁸

┘⌐ ╩ ╘√ ⅛╠ 77 ⁸ 96 ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠

⌂™⁹ 

3 ≤⇔≡⁸4 ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

( 4)  20 ⌐ ↕╣√ ─ ─ │⁸ ╘⌂™⁹ 

 

╖  

19  ╖ │⁸ ╕≢⌐ ⅜ 90 ─ ⌐ ∆╢↓≤

⅜≢⅝╢⁹ 

 

 

20  │⁸ ─ 50 ⌐ ↑╢ ⌐≈™≡⁸ ─ ╩ √⇔⁸⅛≈

⌐ ╘╢ ⌐ ⇔√╙─⌐≈™≡⁸ ≤⇔≡ 3 ┼─ ╩ ╘╢⁹⌂⅔⁸

│ 28 ⅛╠ ℮⁹ 

╩ ⇔√ ┘ 28 ╖─  

╩ ⇔√ ┘ 28 ╖─  

⌐ 2 ⇔⁸62 ⇔√  

2 ⌐⅔↑╢ │ ⌐ ╘╢⁹⌂⅔⁸ ─ │ 62 ≤⇔⁸ ─ ╩

≡ ∆╢⁹ 

 

⌐⅔↑╢ ─  

21  29 ⌐ ∆╢ ⌐⅔↑╢ ≢─ ╩ ∆╢ │⁸ ⇔

╟℮≤∆╢ ⌐≈™≡⁸ ─ ╕≢⌐ ╩ ⌐ ⇔⌂

↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 
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2 ─ │⁸ ⁸∕─ ╛╗╩ ⌂™ ⅜№╢≤ ╘╠╣╢ ⌐│⁸ ⌐⅔↑

╢ ─ ─ ⌐╟╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

3 ─ │ ⌐ ╘╢⁹ 

─ ─  

22  30 ⌐ ∆╢ ─ ─ ─ ─ ╩ ∆╢ │⁸ ─

╕≢⌐ ⌐ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

2 ─ │ ⌐ ╘╢⁹ 

 

 

23  ┘↓─ ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ⌂ │ ⌐ ╘╢⁹ 

 

  

↓─ │⁸ 26 4 1 ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ 27 4 1 ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ 28 4 1 ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ 29 4 1 ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ 31 4 1 ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ 2 4 1 ⅛╠ ה ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ 3 4 1 ⅛╠ ה ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ 5 4 1 ⅛╠ ה ∆╢⁹ 
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表 1 開講授業科目一覧表   

 

ⱨ꜠♇◦ꜙⱴfiה☿Ⱶ♫כ MIC101 1 2 ה

◔ з SIN 103 1 2 ה

◔ и SIN 203 2 2 ה

◔ й ᵑ SIN 204 2 2 ה

JIN 101 1 2 ⁷ *

≤│ ⅛ JIN 108 1 2 ⁷

JIN 103 1 2 ⁷ *

JIN 104 1 2 ⁷ * ( )

JIN 105 1 2 ⁷ *

≤ JIN 106 1 2 ⁷ * ( )

↓≥╙ KOD201 2 2 ⁷ * ( )

↓≥╙ KOD202 2 1 ⁷ * ( )

↓≥╙ KOD203 2 1 ⁷ * ( )

⅔╙∟╚≤ з KOD101 1 1 ה

⅔╙∟╚≤ и KOD102 1 1 ה

KOK202 2 2

≤ KOK201 2 2

KOK101 1 2 ⁷ *

≤ SIZ 101 1 2 ⁷

≤ SIZ 102 1 2 ⁷

≤ SIZ 103 1 2 ⁷

─ SIZ 301 1 2 ⁷

≤ SIZ 202 2.3.4 2 ⁷

ⱪ꜡◓ꜝⱵfi◓ SIZ 106 1 2  * ( )

SIZ 105 1 2 ⁷

з GAI 101 1 2 ⁷

и GAI 201 1 2 ⁷

◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfiз GAI 102 1 1 ⱴכ♃כ◊►ה◒כⱨ▫כꜟ♪

◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfiи GAI 202 2 1 ⱳכꜗ♅ꜞהꜟכ☼

Special Studies in EnglishзGAI 302 3 1 ⱴכ♃כ◊►ה◒כⱨ▫כꜟ♪

Special Studies in EnglishиGAI 401 3 1 ⱳכꜗ♅ꜞהꜟכ☼

─ KEN101 1 1 ⁷ 

KEN102 1 1 ⁷ *

≥╙≤ KEN301 1 2 ⁷

SEN101 1 2 ⁷

SEN102 1 2 ⁷

SEN103 1 2 ⁷ *

SEN301 3 2 ⁷ *

SEN325 3 2 ⁷

SEN104 1 2 ⁷

≥╙ SEN305 3 2 ⁷ *

SEN303 3 2 ⁷ *

≥╙─ SEN402 3 2 ⁷ * ( )

з SEN306 3 2 ⁷ *

SEN105 1 2 ⁷

─ TAI 204 2 2 ⁷ *

≥╙ ─ TAI 205 3 2 ⁷ * ( )

≥╙─ ≤ TAI 206 3 1 ⁷ *

≥╙─ TAI 303 3 2 ⁷ *

≥╙─ ≤ TAI 304 3 1 ⁷ *

≥╙─ ≤ TAI 101 2 2 ⁷

TAI 203 2 2 ⁷ *

◔

≤

ה

ה

 

 

 

 

 
⁷

⁷

⁷

─

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤

ה

─
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─ ⅛╠ ─ ה ─ │⁸ ╩ √⇔√ ⌐ ╡╕∆⁹ 
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表２ 開講授業科目一覧  卒業・小学校教諭一種免許状 

 
  

ⱨ꜠♇◦ꜙⱴfiה☿Ⱶ♫כ 1 2 2

◔ з 1 2 2

◔ и 2 2 2

◔ й 2 2 2

1 2 2

≤│ ⅛ 1 2 2

1 2 2

1 2 2

1 2 2

≤ 1 2 2

↓≥╙ 2 2

↓≥╙ 2 1

↓≥╙ 2 1

⅔╙∟╚≤ з 1 1

⅔╙∟╚≤ и 1 1

2 2 2

≤ 2 2 2

1 2 2

≤ 1 2 2

≤ 1 2 2

≤ 1 2    β  2

─ 1 2 2

≤ 2.3.4 2 2

ⱪ꜡◓ꜝⱵfi◓ 1 2 2

1 2 2

з 1 2 2

и 1 2 2

◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfiз 1 1 1

◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfiи 2 1 1

Special Studies in Englishз3 1 1

Special Studies in Englishи3 1 1

─ 1 1 1

1 1 1

≥╙≤ 1 2 2

1 2 2

1 2 2

1 2 2

3 2 2

3 2 2

1 2 2

≥╙ 3 2 2

3 2 2

≥╙─ 4 2 2

з 3 2 2

1 2 2

─ 2 2 2

≥╙ ─ 3 2 2

   β ⁷ ⁷

   β

    ⌐ ╕╣⌂™

19 77

10 10
( 8 ╩ ╗⁹)

  ⇔⁸ⱪ꜡◓ꜝⱵfi◓

│⁸ ─

─
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表２ 開講授業科目一覧  幼稚園教諭一種免許状 保育士資格
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 19 
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表３ 教員免許状申請  
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表３ 教員免許状申請 

 

 



 23 
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表４ 資格申請 

5

  

 

 

 

 

１．保育士資格

1 2 ╟╡

≤│ ⅛ 1 2

1 2

1 2

1 2

≤ 1 2

2 2

≤ 2 2

1 2

≤ 1 2

≤ 1 2

≤ 1 2

─ 1 2

1 2

≥╙≤ 1 2

з 1 2

и 1 2

◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfiз 1 1

◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfiи 2 1

─ 1 1

1 1

1 2

1 2

≥╙ 3 2

3 2

≥╙─ 4 2

з 3 2

1 2

─ 2 2

≥╙ ─ 3 2

≥╙─ ≤ 3 1

≥╙─ 3 2

≥╙─ ≤ 3 1

≥╙─ ≤ 2 2

2 2

2 1

( ) 2 2

( ) 2 2

( ) 2 2

≤ ┘ 1 2

3 1

3 1

з 1 2

и 2 1

3 2

и 4 1

≡ 3 1

з 2 2

зa 2 2

зb 3 2

4 2

─ ─ ⌐ ∆╢

─ ה ⌐ ∆╢

╟╡

─ ה ⌐ ∆╢

─



 25 
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４．宮崎国際大学教育学部既修得単位認定規程 

 

 

1  ↓─ │⁸ 30 ⌐ ≠⅝⁸ ⁸₈

₉≤™℮ ⌐ ⁸ ⇔√ ⅜ ⁸ ⁸₈ ₉≤™℮ ⌐⅔™≡

⇔√ ⌐≈™≡ ⇔√ ⁸₈ ₉≤™℮⁹ ─ ⌐ ⌂ ╩

╘╢╙─≤∆╢⁹ 

─  

2  ╩ ↑╟℮≤∆╢ ⁸₈ ₉ │⁸ ─ ╕≢⌐⁸ ─

╩ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

  1  

 ─  1  

 ◦ꜝⱣ☻⌂≥ ╩ ↑╟℮≤∆╢ ─ ╩ ⇔√  1  

 ⌐ ⌐ ∆╢ ≢ ⇔√ ⅜№╢ ─╖ 1  

 ∕─ ─ ⌐ ⌂  

─  

3  ╩ ↑╟℮≤∆╢ ┘ │⁸ ⌐⅔↑╢ ┘ ≤

≤ ╘╠╣⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ≤⇔≡ ≢⅝╢ │⁸ ─ ה ⌐ ╢⁹ 

 ⁸ ─ ⌐ ╦╢ ⌐≈™≡│ ─⅔⅔╟∕ 8 ⅜

∆╢↓≤≤∆╢⁹ 

─  

4  │⁸ ─ ⌐╟╡ ─№∫√ ⁸ ⅜ ∆╢ ─ ⁸₈

₉≤∆╢ ⌐ ⁸₈ ₉≤∆╢ ─ ╩ ⇔⌂↑╣┌

⌂╠⌂™⁹ │ ╛⅛⌐ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ╦⌡┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ 3 ⌐ ╘╢ ⌐ ╡⁸ ╩ ℮⁹ 

 │⁸ ╩ ℮⌐№√╡ ≤ ╘╢≤⅝│⁸ ⌐ ⇔≡ ╩ ╘╢⅛⁸

⇔ↄ│ ⌂ ─ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹╕√ ─ ╩ ↄ↓≤⅜

≢⅝╢⁹ 
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 │ ╩ ⌐ ╩ ∆╢⁹ 

 

4  │⁸ ⌐⅔™≡ ⅛╠ ↕╣√ ─ ╩ ╠⌂↑╣┌⌂╠

⌂™⁹ │⁸ ─ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ≡⁸ ─ ╩ ℮⁹ 

┼─  

5  │ 4 ─ ⌐╟╡ ╩ ∫√≤⅝│⁸ ╛⅛⌐

╩ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

─  

6  ⇔√ ─ ─ │⁸₈ ₉≤∆╢⁹ 

 

7  4 ─ ⌐╟╡ ─ ╩ ∫√ ⌐⅔™≡╙⁸ ─ │⁸

╦⌂™⁹ 

 

↓─ │ 26 4 1 ⅛╠ ∆╢⁹ 

 

↓─ │ 27 4 1 ⅛╠ ∆╢⁹ 

 

↓─ │ 28 4 1 ⅛╠ ∆╢⁹ 

 

↓─ │ 29 4 1 ⅛╠ ∆╢⁹ 

 

↓─ │ 30 4 1 ⅛╠ ∆╢⁹ 

 

↓─ │ 3 4 1 ⅛╠ ∆╢⁹ 
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                       ⱨꜞ●♫ 

                                     

 

│⁸ ─ ⌐⅔™≡ ₈ ₉─≤⅔╡ ╩ ⇔≡™╕∆─≢⁸

30 ┘ ⌐ ≠⅝ ╩ ⇔

≡ↄ∞↕╢╟℮ ⇔╕∆⁹ 

 

╩ ⇔√ ה            ה  

ה   

─ ה                                        

┘  

 



 29 

 

          

           

 

        

 

 

 

        ↑≢ ─№╡╕⇔√↓─↓≤⌐≈™≡⁸ ≢ ⇔

√ ⁸ ─≤⅔╡─ ≤⌂╡╕⇔√─≢ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

ה                

 

  

 

 

    

 

 ┘  

 
  

 
    

      

      

      

      

      

      

      

      

β │⁸₈ ₉╕√│₈ ₉≢ ∆╢↓≤ 

 



 30 

 

 

 

       

 

   

 

           

 

 

30 ┘ ⌐╟╡⁸ ─

┘ ╩ ⌐⅔™≡ ⇔√╙─≤⇔≡ ∆╢⁹ 
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５．教育学部学生表彰規程 

( )  

1  ↓─ │⁸ 55 ─ ⅔╟┘ 3

1 ⌐ ≠⅝⁸ ─ ⌐ ⇔ ⌂ ╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

( ─ )  

2  │⁸ ┘ ─℮∟⁸ ─ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢╙─⌐≈™

≡ ℮╙─≤∆╢⁹ 

⌐⅔™≡⁸ ⌐ GPA⅜ 3.8 ⌐ ∆╢≤ ╘╠╣√╙─ 

⌐ ≤⇔≡ ─ ⌐ ∆╢╙─ 1  

⌐⅔™≡⁸ ─ ⁸ ⁸ ⌐⅔™≡ ⌂ ╩ ╘⁸

│ ™ ╩ ↑√╙─ 

▪▫♥Ⱳꜝfiה ⌐⅔™≡⁸ ⅛╠ ╩ ↑╢ ⌐ ™

╩ ↑√╙─ 

⁸ ⁸ ⌐ ⇔√↓≤⌐╟╡⁸ ⅛╠ ╩ ↑╢

⌐ ™ ╩ ↑√╙─ 

⌐ →╢╙──╒⅛⁸ ⌐ ╣√ ⁸ ⅜№∫√≤ ╘╠╣╢╙─ 

┼ ⇔√ ⁸ ⅜ ↕╣⌂⅛∫√╙─ 

( ─ ┘ )  

 │⁸ ─ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ─ ─ ╩ ≡

╙⇔ↄ│ ┼─ ─ ╩ ∆╢⁹ 

( ─ ┼─ )  

 │⁸ ⌐⅔™≡ ⌐ ∆╢ │⁸ ⌐╟╡ ⌐

∆╢╙─≤∆╢⁹ 

│ 2 1 ─ ⌐≈™≡│⁸ ┼─ ╩ ≤

∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

( ─ )  

5  │⁸ ⅜ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡ ℮⁹ 

2 ─ ⌐ ⅎ≡⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜№╢⁹ 

( ─ )  

6  │⁸ ⅜ ↕╣√ ⁸ ╛⅛⌐ ℮╙─≤∆╢⁹ 

( )  

7  ⌐ ∆╢ │⁸ ⌐⅔™≡ ∆╢⁹ 

( )  

8  ↓─ ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ┘ ─ ─ ⌐ ⇔ ⌂ │⁸

⌐ ╘╢⁹ 

 ─  

9  ↓─ ─ │⁸ ─ ╩ ™≡ ⅜ ℮⁹ 

  

↓─ │⁸ 27 4 1 ⅛╠ ⇔⁸ ─ ┘ ─ ─ ⌐≈™

≡ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ 4 1 ⅛╠ ⇔⁸ ─ ┘ ─ ─ ⌐≈™≡

∆╢⁹ 
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６．障がい学生への支援に関する手続き等について  

─ ⌐⅔™≡⁸ ─№╢ ⁸ ⅜№╢↓≤⌂≥╩ ⌐ ⌂ ╩ ≤

∆╢ ⁸ ≤ ∆ ─ ⅜ ₁ ⇔≡™╕∆⁹

⁸₈ ₉≤™℮ ⌐╟╢ ⁸ ┘ ⌐⅔↑╢ ─№

╢ ─ ⌐ ∆╢ ≢│⁸ 3 5  1 ⌐⅔↑╢ │ 

40,744  3,233,301 ─ 1.26 ≢⁸ ⅛╠ 5,403 ⁸

│ 942  1,176 ─ 80.1 ≢ ⅛╠ 7 ≤⌂∫√↓≤╩ ⇔≡™

╕∆⁹↓╣╩℮↑≡ ⌐⅔™≡│ ─ ╣╛ ─ ⅜ ≤⌂∫

≡™╕∆⁹ ⌐⅔™≡╙⁸ ה ⁸ ⁸ ─№╢ ─ ⅜ ⅎ╠╣╢

↓≤⅛╠⁸ ⌐≈™≡ ∆╢╟℮⌐ ╩ ╘≡⅝╕⇔√⁹  

⅜ │ 19 9 ⁸ ─₈ ─ ⌐ ∆╢ ₉

⌐ ⇔⁸≈™≢ 25 12 ⌐ ⇔╕⇔√⁹∕⇔≡⁸↓╣⌐ ╦∑√ ⅜ ╘╠

╣⁸ 25 6 ⌐│₈ ╩ ≤∆╢ ─ ─ ⌐ ∆╢

₉⅜ ↕╣╕⇔√ 28 4 1 ⁹↓─ ≢│ ─ ─

╩ ╕ⅎ⁸ ┼─ ™─ ≤ ⌐ ∆╢ ─ ─

⅜ ╡ ╕╣≡⅔╡⁸ ╛ ╩ ╗ ⌐⅔™≡│⁸∕╣⅜

≤↕╣╕⇔√⁹↓╣╩℮↑≡⁸ ≢│ 29 11 ⌐₈ ⌐⅔↑╢ ─№

╢ ┼─ ⅔╟┘ ⌐ ∆╢●▬♪ꜝ▬fi₉╩ ⇔⁸≈™≢⁸ ∆╢ ╛

─№╢ ┼─ ⌐≈™≡⁸◌►fi☿ꜝהכ ה ⅜ ⇔≈≈⁸

10 ⌐ ╩ ⇔╕⇔√⁹  

↓╣╠─ ⌐ ™⁸ ≢│ №╢ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ≢ ⌂

╩ ™╕∆⁹ ∆╢ │⁸ ⌐ ╩ ™≡⁸

№╢™│ ┼ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ≢╙ ™  
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( ) 

                                      

                                 

    

 

 

ⱨꜞ●♫  
 

 

 

              
ה      

 

  

 

       

  
 

 

 
 

 

Eⱷכꜟ▪♪꜠☻  

ᵑ  

 

 

 

( ─╖ ) 

         
⇔ 

(         )  ẽ 

ᵒ ᵑ╟╡ ∂╢

╛ ↕ 

 

 

 

 

─ₒ ₓo ∆╢ ₓ⌐ ∆╢ │ủ ╩ ↑≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵓ ᵒ ─√╘

⌂  

 

 

 

 

ᵑ ᵓ╩ ⌐ ∆ ╛ ⁸

╕√│ ─ ⇔╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ╩⅔ ∟≢⌂™

│⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 №╡ ẽ  ⌂⇔ ẽ ( ה ─ ⌂≥       ) 

 

 ≤⇔≡⁸ ⌐⅔↑╢ ⅜ →╠╣╢↓≤⅜⌂™╟℮⁸ ─

╩ ⇔╕∆⁹∕─ ⌐ ⌂ ⌐ ╡⁸ ≢ ⌐ ∆╢

─ ⅜⌂↕╣╢↓≤⌐ ⇔╕∆⁹ 

 

 

                              

                              ( ╕√│ ) 
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ₒ ₓ 

 ᵑ(    ) ( )╙⁸ ─ ╩ ↑≡™√⁹ 

 ᵒ(    ) ╛ ⌐≈™≡ ≢⅝╢ ╛ ⅜№╢⁹ 

ₒ ∆╢ ₓ 

ᵑ(    ) ⁸ ה ⁸ ה ⌐ ∆╢  

  ᵒ(    ) ⌐ ∆╢ ( ה ♃כ♦ ה ה ה↑ ) 

  ᵓ(    ) ⌐fiꜛ◦כ◔♬ꜙⱵ◖ה ∆╢ ( ה ה ) 

  ᵔ(    ) ⌐ ∆╢ ( ⁸ ⁸ ) 

  ᵕ(    ) ⁸  

 ᵖ(    ) ⌐ ∆╢ (♩▬꜠⁸ ) 

 ᵗ(    )∕─                                     
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７．学修の手引き 

学業指導 

アドバイザーは、学生に対し履修科目の選択や学習上の諸事項について助言を行い、相談に応

じる。本学の学生には入学時よりアドバイザーがそれぞれ割り当てられる。アドバイザーは履修

科目・時間割・諸手続きに関する質問に答えつつ、学生が大学生活に適応するのを助け、将来計

画についても広い視野から考えるよう、助言を与える。 

学生は、履修科目登録に先立ち、アドバイザーに相談しなければならない。教育的観察（後に

説明）にある学生は、スケジュールに沿って定期的にアドバイザーと会うことになる。 

授業への出席 

全ての授業への出席が求められる。本学部の教員養成課程のプログラムが成果をあげるか否か

は、学生が講義・演習・実習などに積極的に休まず出席するか否か、しっかり勉強をするか否か

によっている。どのように素晴らしい教育プログラムを設定したとしても学生が積極的にこのプ

ログラムに参加しなければ教育効果は期待できない。従って、学生はすべての講義、演習、実習

などへ出席することが必要である。 

本学はさまざまな方法で学生の授業への出席を強く促すために、指導・助言する。欠席した学

生には必要に応じて補講を行うが、まずは授業時間に遅刻せず、講義等には常に出席することが

必要である。出席率の思わしくない学生は、当然のことながら成績評価が低くなり、履修規定第

11 条に規定されているように出席が 3 分の 2 に満たないものは、定期試験受験資格を失う。 

やむをえず遅刻・欠席する場合は、講義担当の教員あるいは教務係に、遅刻・欠席する旨を連

絡すること。また、病気、怪我、忌引等で連続して欠席する場合は、本冊子巻末にある「公欠・忌

引届」を教務部まで提出すること。 

履修義務 

各学期上限を 24 単位として履修科目を登録すること（履修規定第 10 条）。但し、４年次におい

てはこの限りではない。この範囲を越える履修には、学部長と教務係の文書による許可を必要と

する。 

履修科目登録と変更 

履修科目登録および変更期間は年間行事日程に従って行うこと。履修登録に必要な書類等は教

務係よりオリエンテーションで配布される。 

教育学部では履修規程第 3 条に記載されているように、小学校一種免許状、幼稚園一種免許状、

保育士資格、英語二種免許状（中学校）のいずれかの免許・資格を選択するため、学生は希望免

許状調査票に記入の上、アドバイザー教員に提出すること。アドバイザー教員の確認・許可を得

た後、履修科目登録を行う（履修登録期間中に教務係に提出する）。 

複数の免許状及び資格を取得する学生は、アドバイザー教員・教務係とよく相談しながら履修

すること。 
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単位履修に関わる中間・期末試験後における成績評定と履修カルテ・ポートフォリオ及び自己点検

シートによる履修指導 

毎学期、学生が単位登録・履修しているすべての科目について、その履修状況を確認するため

講義担当教員からの成績評価の報告に基づいて、アドバイザー教員／学部長により、履修カルテ

／ポートフォリオをもとに指導・助言を行う。もし、下記に記載する評価であると確認された場

合、学生に対して直接口頭あるいは文章による注意・警告が行われ、さらにこのことについて保

護者に書面で連絡する。また、未取得単位が多く、修学が困難だと予想される場合、直ちに三者

面談（学部長及びアドバイザー・学生・保護者）を行う。なお、これらの措置は学生の留年や卒業

延期、さらには退学などを事前に防止するための措置である。 

 

記 

 

 評定平均値(GPA) が 2.0未満、かつ１つでも「不可」評定がある場合。 

 学期の評定平均値(GPA) 、もしくは加算評定平均値 (Cumulative GPA) が 1.5未満である

場合。 

 Ｆ「不可」の評価が２つ以上ある場合。 

継続して 2 学期以上にわたって教育的観察下にある学生は、当該委員会によって教育的観察の

延長、留年、一定期間の停学もしくは退学のいずれかの処分が検討される。なお、教育的観察に

ある者は、学友会、クラブ活動、大学祭の委員として活動することを許可しない。 

成績評定及び評定平均 

各学期末、学生の修学状況について、教務係あるいはアドバイザーによる成績通知書を受け取

る。成績通知書には、各科目の評定のほかに、１学期ごとの評定平均値(GPA) と、それまでに履

修したすべての科目の加算評定平均値(Cumulative GPA) とが記載される。評定とそのポイントは

履修規定第 15 条に定めるとおりである。 

評定への異議申し立て 

一度評定された成績は、事務上又は記載上の誤りによるもの以外、学部長の承認なしに変更さ

れることはない。 

最終評定に対し異議申し立てのある学生は、まず不可と判定された講義等の担当教員に事前確

認する。そこで、異議が解決しない場合には、評定の通知から 30 日以内に再考請求申立書を学部

長に提出できる。学部長もしくは学部長に指名された者により慎重に再検討が行われ、変更され

ることがある。 

学部長リスト及び卒業成績優秀者 

学期末毎に、GPA（評定平均値）３.５以上を取得した学生は学部長リストにおいて発表され、

卒業時に、加算評定平均値が３.５以上の学生は成績優秀者として表彰される。また、加算評定平

均値の一番高い者は、成績最優秀賞（バレディクトリアン）を与えられる。その他、成績のみな
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らず学内において総合的な努力を修めた者には宮崎国際大学賞を与える。国際人として活躍した

学生には世界市民賞が授与される。 

シラバス 

各学期の第１週に、教員は履修学生に各科目のシラバスを配布する。シラバスはガイドライン

（https://www.mic.ac.jp/files/uploads/EDUsyllabus_guideline.pdf ）に沿って作成されており、大

学の Web でも公開している。シラバスは、学生が授業中や授業外で学習を行うための指針を示す

もので、シラバスの項目に記載された情報にもとづいて、予習・復習などを行うとする。 

シラバスには、（１）授業内容と方法 、（２）達成目標（講義の目標）、（３）評価基準と評価方

法（可などの成績評価を行う成績基準と試験やレポートなどの評価割合など）、（４）履修条件 （講

義科目を学習する上で、履修しておかなければならないことなど）、（５）授業計画 （15 回の授業

計画）、（６）事前・事後学習、（７）教科書・参考書 ・授業の準備や予習・復習に役立つような記

載）、（８）備考（学生へのメッセージや受講上の注意など）、（９）オフィスアワー（教員が学生と

面談できる曜日・時間帯・場所などを記載しているので、参考にすること。 

教育実習・保育実習に登録・履修できる要件 

教育実習は、教育職員免許法施行規則第 6 条の規程に基づき、教職につく学生が学校教育の場

において大学で学んだ知識や理論を活かし、実地経験をするための必修科目です。実習生は、実

習校の教育活動を通して、教壇に立って授業する経験を得るだけでなく、教育活動全般にわたっ

ての理解を深め、教員として必要な知識や技能や態度などを身につけることを目的としています。 

2、3 年生に進級すると、小学校実習や保育実習が始まります。「教育実習の手引き」で明記され

ているように、教育・保育実習を登録・履修できる要件として、3 年前期までに教職課程として割

り当てられた科目（単位数）の 3 分の 2 以上を履修していることとなっています。さらに、小学

校・保育所（園）における教育・保育実習を登録・履修するためには、「一定水準以上の教科・保

育科目の学業成績と教科教育法・保育内容指導法＆保育表現技術等における教育・保育実践力」

を身に付けていることが必要です。 

令和 2 年度以降、学生は教育・保育実習に登録・履修するためには、下記に定める要件を充足

した場合に許可することとします。 

教育・保育実習に取りかかれる要件（登録・履修できる要件） 

１．3 年前期までに教職課程に割り当てられた科目（単位数）の 3 分の 2 以上を履修している

こと。 

２．小学校免許状・幼稚園免許状・保育士資格共通 

学業成績として累積   ה GPA2.6 以上（GPA1.5 前後の学生は登録・履修を認めない）であ

ること。 

累積   ה GPA2.6 前後以下の学生について、教員となるに必要な基礎学力が身に付いている

か、「理科・数学・英語」について出題された課題の正解率から判定する。 

３．小学校教諭としての教育実践力は、理科・算数・国語等の模擬授業を行うことにより判定

する。与えられた課題について指導案を作成し、さらに模擬授業を実施し、「合」と判定され
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ること。保育教諭としての保育実践力は、保育内容指導法・保育の表現技術について、与えら

れた課題の指導案を作成し、さらに模擬保育で「合」と認められること。 

 

教育学部卒業論文に関する申し合わせ 

卒業論文は、教育学部の教育カリキュラムの中で、４年次開講で通年４単位の必修科目となっ

ており、４年間の大学生活における集大成となる最も重要な科目の一つとして位置付けています。

学生は１年間をかけて卒業論文題目に関する研究を行い、卒業論文を完成させ、同時に卒業論文

発表会において発表・質疑応答を行います。このような卒業論文としての位置付け及び卒業論文

の作成とその発表などを行うことから、卒業論文指導教員への配属は少人数を基本とし、教員に

よる徹底した研究指導のもと、学生は主体的に取り組むことを期待しています。 

なお、卒業論文に取りかかるにあたって、以下のように、いくつかの要件を満たす必要があり

ます。 

1. 卒業論文指導教員への配属 

学生は４年次に進級した後、卒業論文指導教員へ配属します。３年次後期にガイダンスを

行い、教員による卒業論文課題等が紹介された後、希望する教員との面接等を経て、配属を

決定します。学生は忍ヶ丘教養Ⅰ～Ⅳで学んだことや教育学部の教養・教科・教職科目で学

んだことなどを参考に、自分の将来の目標等を勘案して、卒業論文題目を考え、指導できる

教員を選んで下さい。 

2. 配属学生数 

卒業論文の指導は少人数教育を原則とするため、一人の教員が受け入れる学生数は５名以

内とします。なお、特段の事情がある場合には、受け入れ教員の了解と学部長の判断により、

５名を越えて配属します。 

3．卒業論文履修要件 

卒業論文着手は４年次進級後になります。卒業論文の履修要件は以下の通りです。 

① 本学に３年以上在学していること。（編入学生を除く） 

② 卒業論文指導教員に配属されていること。 

③ 卒業するに必要な総単位数の４分の３以上（96 単位以上）を履修していること。 

④ 成績評定平均値（GPA）が 2.0 以上であること。 

以上の要件を満たさない場合は、卒業論文に着手することができず、卒業は延期されます。 

4. 卒業論文指導 

上記の卒業論文履修要件をクリアすると、卒業論文指導教員の下で、本格的な卒業論文研

究が始まります。教員によってはセミナー等により、卒業論文題目に関連する文献調査等を

始めとして，研究計画を立て、具体的な研究が開始されます。後期には、担当教員・専門分

野別に中間発表会などが開催されます。 

また、しっかりした卒業論文を作るために、卒業論文指導教員と学生のコンタクトタイム

（学生が指導教員から対面式に直接指導を受けた時間）について、単位数が４単位であるこ

と、事前・事後学修及び研究内容等を勘案して 120 時間以上を確保することを義務付けます。
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指導教員は、コンタクトタイムについて、時間数を確認・記録してください。コンタクトタ

イムとして決められた時間数を確認できない場合、卒業論文の提出及び卒業論文の発表は認

められません。 

5. 卒業論文指導教員の変更 

学生は卒業論文指導教員の変更を希望する場合、所定の変更願を教務係に提出してくださ

い。新旧指導教員のそれぞれの承認と学部長の承認を経て許可されます。なお、いずれかの

教員の承認が得られない場合は、学部長が変更について判断します。 

なお、卒業論文は原則として同じ教員の指導のもとで取り組む通年科目であることから、

卒業論文指導教員を変更した場合は、研究テーマによっては、変更願の時期等によっては不

可能になることがあります。 

6. 卒業論文発表会 

卒業論文発表会を公開の場で行います。これは卒業論文審査の一環として行います。発表・

質疑応答は所定の時間行い、使用言語は日本語とします。なお、これらの発表会の詳細（日

程・時間等を含む）については後日通知します。 

7．卒業論文の提出 

卒業論文は、執筆要領（別紙）を参照し、A4 版 25 頁以上（４万字に相当します。）にま

とめて下さい。また、提出は、印刷版と電子版の両方が必要です。印刷版は本学附属図書館

に保存され、所定の場所に懸架され、電子版は教務課で保管します。 

 

8．卒業論文完成までの大まかなスケジュール 

４月下旬  卒業論文指導教員及び卒業論文題目の決定・提出（卒業論文題 

目は後日変更可。卒業論文指導教員変更は手続きが必要） 

５月下旬  学生から卒業論文指導教員へ卒業論文のアウトライン等の提出 

１０月中旬 教員研究室等における卒業論文中間発表会 

１月下旬  卒業論文の完成原稿の提出（印刷物と電子版）及び卒業論文発 

表会 

 

学生による授業評価 

毎学期終了直前に、学生は履修中の科目についてアンケートに回答する。アンケートは無記名

で実施され、本学の教育課程の評価及び改善に活用される。 

学業上の誠実 

本学では教育の場として、学生と教員に学業上の誠実さを十分に保持することを求める。学生

は、試験、宿題、研究発表（レポート）等すべての課題に誠意をもって取り組むことが求められ

る。学業上の誠実さの意味について疑問がある学生は、教員と相談してその概念の理解を明確に

しておいてもらいたい。 
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本学の学生はしばしばグループで学習し互いに学び合う。教員の指示に基づくグループ作業は

学習上有効である。課題によってはレポートを作成する際などに文献等を活用することもしばし

ばあるが、引用文献の出典を明記する限り学習上の正当な行為であるとされる。 

不当な行為とは以下を指す。 

ａ．不正：  試験、宿題、レポート、卒業論文などにおいて、カンニングを行ったり、虚言で

固めたものを提出したり、他人が作成したものを自分のものとして提出したりす

ること 

ｂ．偽造： 宿題、レポートや卒業論文作成などにおいて、情報や引用文献等の偽造を行うこ

と 

ｃ．盗用： 著作者の許可あるいは引用なしに、他人の言葉や考えを自分のもののように取扱

い表示すること 

このような不当な行為は、教育の場で最も重要である信頼の絆を壊すことになるので、非常に

深刻な問題とみなされる。特に、将来、小学校などの教員になることを目標としている学生がこ

のような不正行為を行うことは極めて遺憾と言わざるを得ない。従って、もしこのような不正行

為を見つけた場合には学則第 57 条、履修規定第 12 条により処分の対象となる。 

休学 

疾病その他特別の理由のため２ヶ月以上就学することができない場合には、休学が認められる。

疾病のため休学する場合には、保護者連署の休学願に医師の診断書を添付しなければならない。

休学期間は在学年限に算入されない。休学後の復学は、復学願の届け出を経て翌学期より認めら

れる。休学願用紙は、学生部で受け取る｡ 休学期間は連続２年、通算４年を越えることができな

い。休学中の納付金については学則第 48 条を参照にすること。 

退学 

退学を願い出る学生は、学生部に申し出なければならない。学生部は、退学に伴う手続きを行

う。また、退学願には学生とその保護者の署名を必要とする。授業に出席しない等の行動は、退

学に値しない。当該学期の授業料および諸費用は返還されない。 

除籍 

次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。 

 (1) 学業を怠り、成業の見込みがないと認められた者 

  (2) 所定の登録手続きをせず、また休学、退学の手続きをしない者 

  (3) 授業料、諸費の未納が３ケ月以上に及ぶ者 

  (4) 在学年限を経過してもなお卒業に必要な単位を取得できない者 

  (5) 休学期間を超えてもなお復学もしくは退学しない者 

  (6) 行方不明者又は死者 

除籍された者が再入学を願い出たときは、学長は教授会の審議を経てこれを許可することがあ

る。 

他大学等で修得した単位の認定について 
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1. 大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学部の第１年次に入学した学生で、他大学

で既に取得した単位については 30 単位を越えない範囲で、本学において取得したものとして

認定することができる。 

2. 教育上有益であると教授会が判断した場合に、他大学又は短期大学において取得された単位に

ついては、60 単位を超えない範囲で本学部において取得したものとして認定することができ

る。ただし、編入学・転入学の場合を除く。 

個人情報の取扱いについて 

宮崎国際大学 （以下「本学」という）では、入学予定者、在学生の個人情報のみならず、保護

者や卒業生などの個人情報を取扱っています。個人情報の不正使用や流出を防ぎ、個人情報を適

切に管理・使用していくためには、国が定める「個人情報保護法」ならびに「学校法人宮崎学園

個人情報の保護に関する規程」等の学園内諸規程を策定し、これらに則って、以下の通りに取扱

います。 

１．個人情報とは 

本学が、業務上取得する在学生ならびに卒業生、入学予定者に関する情報であり、入学手続き

時に提出された氏名、住所、生年月日、写真、その他の記載により個人を特定できるものを言い

ます。また、在学中の修学上本学が作成する正課内外における情報（成績情報、指導記録、活動 

記録など）も含みます。 

２. 利用目的 

本学では以下に揚げる教育研究、修学支援に必要な業務を遂行するため、業務上取得した学生

および保証人等の個人情報を主に、次の目的のために適正に利用します。利用目的に大きな変更

が生じる際は、学生ならびに保証人に同意を得ます。学生の個人情報は学籍番号で区分けし、主

に、以下の業務遂行のため利用します。 

（１）学籍関係 

学籍情報の管理、クラス名簿等の作成、休学・退学・復学等の諸手続き、編入学・転入学・再入

学など 

（２）修学関係 

履修相談、履修指導、履修登録・通知、授業・定期試験、成績処理・通知、単位認定、卒業判

定、諸資格認定など 

（３）学生生活 

学生生活全般に関わる指導・助言、学生支援に関わる指導記録作成、奨学金関連業務、定期健

康診断・日常の健康相談、課外活動支援、外国人 留学生在留等手続、入寮・退寮手続、学生災害

障害・賠償保険手続など 

（４）進路関係 

就職・進路全般に関わる支援、就職・進路全般に関わる指導記録作成、進路希望登録、進路登

録、就職斡旋、自主実習、課外講座運営、模擬試験運営、卒業後の在職状況把握など 

（５）その他 
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各種連絡・呼び出し・通知、各種証明書発行、*卒業アルバム制作、*本学広報に関わる媒体への

掲載、各種調査報告、学則による処分など 

* 制作の際に撮影した画像等の肖像権は大学に帰属するものとします。また、授業・課外活動・

その他学校行事の際に撮影した写真・映像等は 本学の教育活動および大学広報のために、大学案

内をはじめとする広報媒体に使用することがあります。 

３. 個人情報の第三者提供について 

本学では、教育研究および学生支援に必要な業務を遂行するために、学生ならびに保証人等の

個人情報を下記の通り、第三者に提供することがあります。外部業者へ業務委託する場合の業者

選定にあたっては、個人情報保護体制が確立した業者を選定し、機密保持契約を締結します。 

（１）学生の学業成績等の修学状況を保証人に提供します。本学では、保証人との連携による修

学指導が教育上有効な手段であると考え、年度末の成績確定の段階で保証人宛に「成績通

知書」を送付します。また、本学が開催する保護者懇談会においても履修状況・単位修得

状況を提示しながら、学生生活・修学状況・進路支援等について個別面談を行います。 

（２）学生の個人情報を同窓会に提供します。本学では、卒業生間のつながりの必要性を認識す

るとともに、同窓会活動と本学との連携を重要視しています。その活動を支援するため、

学生の情報（氏名・卒業学科・住所など）を提供します。 

（３）学生の個人情報を後援会に提供します。本学では、後援会活動と本学との連携による修学

支援、修学環境整備等を重要視しています。その活動実施のため、学生の情報（氏名・所 

属学科・住所など）を提供します。 

（４）本学の広報誌媒体作成に伴う個人情報・写真等を作成委託業者へ提供します。 

（５）学生の健康診断実施に伴う個人情報を医療機関へ提供します。 

（６）免許・資格の申請を行うため、学生の個人情報・成績情報などを管轄諸官庁に提供します。 

（７）学生のインターンシップ・学外実習・ボランティア・海外留学等に伴う個人情報を受け入

れ先に提供します。 

（８）学生教育研究災害障害保険・学研災付帯賠償責任保険の加入手続きのために、学生ならび

に保証人の個人情報を関連の保険会社に提供します。 

（９）学生の奨学金の申請・交付・継続申請に伴う個人情報を奨学金団体に提供します。 

（10）学生の国内外の研修旅行・留学の実施に伴う個人情報を旅行代理店等に提供します。 

（11）外国人留学生の在留等手続を行うため、学生の個人情報・成績情報などを管轄諸官庁に提

供します。 

（12）法令に基づく場合や、学生本人または第三者の生命、身体の安全または財産その他の権利

保護のため、緊急の事情、国・地方公共団体などへの協力義務に基づく合理的理由がある

場合は、例外的に学生または保証人の情報を提供します。 

4. 共同利用について 

本学では、上記 2 の利用目的のために、各部署で個々に業務上取得・作成した学生および保証

人等の個人情報を部署間で共有します。 



 43 

5. 個人情報の管理について 

(1) 業務上取得した個人情報ならびに成績情報・就職状況等の情報は、紙もしくは電子データの

形態で保管します。 

(2) 個人情報の管理にあたっては、「個人情報保護法」ならびに「学校法人宮崎学園個人情報の保

護に関する規程」等学内諸規程に則って、適正に利用・管理・廃棄します。 

6. 個人情報の開示について 

本学が業務上取得および作成した個人情報については、本人に帰属する情報に限り、開示請求

することができます。しかしながら、個人情報のなかには開示請求に応じられない情報もありま

す。その場合は、その理由を文書により通知します。開示請求窓口は総務課です。 

7. 問い合わせ・相談窓口について 

宮崎国際大学 総務課 

〒889-1605 宮崎市清武町加納丙 1405 番地 

電話：0985-85-5931 

高等教育コンソーシアム宮崎及び単位互換 

 宮崎国際大学は「高等教育コンソーシアム宮崎」の加盟大学となっている。本学の学生は同コ

ンソーシアムに参加している機関として、加盟大学の授業について所定の手続きを経て提供され

る科目を履修し、単位認定を受けることができる。 

 履 修 を 希 望 す る 学 生 は 、 本 学 ホ ー ム ペ ー ジ 右 下 に あ る 「 コ ン ソ ー シ ア ム 宮 崎 」

（http://www.consortium -miyazaki.jp/ ）に記載されている提供科目等を調べた上で、受講手続を

教務課において行わなければならない。なお、コンソーシアム加盟大学で履修した授業は、入学

料及び授業料は無料である。 

学生は受講後、履修科目を示すポートフォリオを提出しなければならない。また、履修した授

業（単位）は、原則として卒業単位として認められない。 

その他、教育学部で取得できる資格 

【防災士資格】 

教養科目・自然系列「自然災害と防災」受講について 

（授業の概要） 

○シラバスは、本学HPにアップされているので、必ず確認しておくこと 

宮崎県は、九州地方南東部に位置し、年間を通して温暖な気候に恵まれています。しかし、一

方では全国有数の雨が多い県であり、さらに夏季期間中には台風の直撃を受けるなど、風水害や

土砂災害に悩まされてきました。また、宮崎は、近い将来、南海トラフの西端に位置する日向灘

で起こる海溝型の地震である東南海・日向灘地震による大きな被害が想定されています。特に、

過去の歴史をさかのぼると、日向灘地震は大津波を伴い、多くの犠牲者を出してきました。また、

霧島連山では平成 23 年に新燃岳が噴火し、多くの被害が発生しました。従って、これらの災害・

被害等を最小限にするために、小学校・幼稚園・保育園等の教員を目指す学生には、ソフト・ハ

http://www.consortium-miyazaki.jp/
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ードの両面から、自然災害が起こる仕組みや防災対策・情報等を事前に知ってしておくことは極

めて重要となります。 

本講義では、日本防災士機構による防災士養成カリキュラムに基づき、「命は自分で守る（自助）」

「地域で活動する（共助・協働）」「災害発生のしくみを学ぶ（科学）」「災害に関わる情報を知る

（情報）」「新たな減災や危機管理の手法を身につける（予防・復興）」の分野（合計 31 項目）に

ついて、受講・学修することにより、災害発生の仕組みを理解し、ついで、防災・減災対策につい

て行政・地域における現状と課題について、さらには一旦発生した災害を想定した危機管理の手

法を学修・理解します。また、本講義を受講した後、救急救命講習を受講し、さらに日本防災士

機構による試験に合格し、所定の手続きを行った場合に防災士の資格認定が行われます。 

また、小学校・幼稚園を目指す学生は、防災教育について別添のように位置付けられており、ま

た防災教育について「総合学習時間の指導法」等で授業することが学習指導要領等において求め

られているため、「選択必修」としています。 

（受講について） 

すべての講義について、学外からの講師により実施されます。従って、休講が生じた場合以外、

補講は実施できません。講義は6 時限（18:00～19:30）あるいは一部は土曜日に開講します。予め

了解の上、受講してください。 

（単位の認定） 

単位認定と資格認定は異なる基準で行われます。十分な理解・了解の上、受講してください。単

位認定は、学則・履修規程に沿って行われます。すなわち、①欠席が１／３を超えた場合、受験

資格が消失します、②受講した講義・レポート項目のすべてについて、レポート提出が必須です、

③成績評価は（秀「～90点」・優「89～80点」」・良「79～70点」・可「69～60点」・不可「59

点以下」）で行われます。 

（防災士資格の申請） 

「自然災害と防災」による防災士資格取得には、以下の条件を満たすことが必須です。 

○シラバスに記載されている31項目（講義及びレポートと記載）のすべてについて、レポート提

出する必要があります。もし、欠席した場合（公欠の場合）、録画した映像による受講が必ず行

ってください（8割以上の講義出席が条件です）。 

○教本代、受験料、認証登録料の費用が必要です。 

○救急救命講習の受講・修了が必須です。宮崎国際大学において受講した学生は、宮崎市南消防

署による救急救命講習を実施予定。後日、案内します。 

（防災士資格の取得） 

○日本防災士機構が監理・実施する資格試験に合格し、資格申請・認定を受けたもの。 

○再試験を希望する不合格者は、機構が指定する日時・会場に出向いて受験することができます。 

○合否の通知は、受験者本人及び養成機関宛に郵送で通知されます。 

（防災士資格の認証手続き） 
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○防災士の認証登録手続きは、養成機関から一括申請となっているため、宮崎国際大学教務課へ

申請してください。 

○防災士確認証は、日本防災士機構により、申請・認定者に対して、防災士認証状（A４版縦型賞

状様式）及び防災士証（プラスチックカード製の顔写真入り縦型名刺型状）を交付されます。 

（その他） 

○日本防災士機構は、防災士の認証等により取得した個人情報について、「個人情報保護方針」

「個人情報取扱規程」に基づき、個人情報保護に関する法令を遵守・管理に努めます。ただし、

国、自治体及び日本防災士会から開示請求があって、その利用目的が防災士制度の目的に適合す

ると認めた場合に限り、防災士の個人情報の一部を提供することがあります。 

 

○不明な点等あれば、教務課に問い合わせて下さい。 
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